日本水泳連盟競技者登録制度の概要

　　　　　　　（石川県水泳協会情報システム委員会）

１　基本的事項
（１）選手は第一区分と第二区分の２か所に登録ができます。
（２）第一区分は学校（小学校・中学校・高校・大学）と勤務先、第二区分は任意団体（ＳＣ、友好団
体等）とします。
（３）生徒、学生は所属校と任意団体の２か所に登録ができます。
（４）一般社会人は勤務先と任意団体の２か所に登録ができます。
（５）競技会毎に２か所の所属名称を使い分けて出場できます。
（６）第一区分、第二区分の両登録団体とも、競技者登録の手続きが必要です。

２　競技区分毎の登録
（１）競泳・飛込・水球・ＡＳ・ＯＷＳ・日本泳法それぞれに登録していないと競技会には出場できま
せん。例えば、水球で登録していても、競泳の競技会には出場できません。競泳の登録も必要にな
ります。
（２）登録料は登録競技毎に発生します。

３　石川県水泳協会の登録料
（１）団体登録料は１０，０００円。
（２）個人登録料はすべて２，５００円。本年度から改定されました。　
　　　ただし、中体連主催競技会のみ参加の中学校（競泳・飛込とも）は団体登録料、個人登録料ともに免除します。
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